
『
絶
歌
』

の

〈
舌
禍
〉

|
|
「
表
現
の
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|

矢

本

浩

司

要

旨
本
稿
で
は
、
元
少
年
A
と
い
う
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
問
題
作
「
絶
歌
」
(
二

O
一
五
年
六
月
)
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
の
問
題
性
や
文
学
性

を
指
摘
し
た
。
続
い
て
、
「
表
現
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
戦
後
の
主
な
文
学
裁
判
を
瞥
見
し
つ
つ
、
「
表
現
空
間
」
(
及
び
言
論
空
間
)
の
成
立
条

件
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
言
語
の
記
号
性
に
着
目
し
て
、
表
現
そ
の
も
の
(
あ
る
い
は
「
表
現
の
自
由
」
)
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
著
者

の
創
作
活
動
と
「
絶
歌
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
へ
の
批
判
の
可
能
性
を
吟
味
し
て
い
る
。
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キ
ー
ワ
ー
ド

「
絶
歌
」

「
表
現
の
自
由
」

表
現
空
間

言
語
の
記
号
性

さ
れ
る
ま
で
の
経
韓
を
幼
少
年
期
の
記
憶
と
と
も
に
開
陳
(
第
一
部
「
名
前
を

失
く
し
た
日
」

i
「
審
判
」
)
し
、
少
年
院
を
出
て
か
ら
現
在
に
至
る
人
生
・

生
活
の
様
子
(
第
二
部
「
再
び
空
の
下
」

1
「
道
」
)
を
伝
え
る
二
部
構
成
と

『
絶
歌

神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
』
(
以
下
、
『
絶
歌
』
と
記
す
)
は
、

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に
当
て
れ
ば
、
大
き
く
は
「
手
記
」

二
O
一
五
年
六
月
二
八
日
に
太
田
出
版
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
著
者
は
、
「
元
少

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
第
一
部
と
第
二
部
で
は
、
些
一
か
様
相
を
異
に
す

年
A
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、

(
注
①
)

生
し
た
連
続
児
童
殺
傷
事
件
の
加
害
者
(
元
少
年
A
)
が
、
事
件
に
至
り
逮
捕

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
に
神
戸
で
発

る
。
第
二
部
は
、
感
想
や
修
辞
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
著
者
の
比
較
的
近
年

(二

O
O四
年
三
月
一

O
日
1
二
O
一
五
年
春
迄
)
の
生
活
事
情
を
淡
々
と
綴

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉



『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
手
記
」
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
第
一

部
は
、
約
二

O
年
前
の
遠
い
事
件
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
過
去
の
少
年
期
の

思
い
出
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
や
関
わ
っ
た
多
く
の
人
々
(
両
親
や
祖
母
、
被

害
者
、
級
友
、
警
察
、
精
神
鑑
定
医
ら
)
の
表
情
や
発
言
、
当
時
の
気
持
ち
ゃ

印
象
、
性
衝
動
に
つ
い
て
、
時
に
は
客
観
的
に
、
時
に
は
自
ら
の
内
面
に
遡
行

し
て
、
驚
く
ほ
ど
克
明
に
微
細
に
記
し
て
い
る
。
著
者
の
優
れ
た
記
憶
力
、
か
発

揮
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
時
間
の
彼
方
に
消
え
た
原
因
と
結
果

と
の
溝
在
、
構
成
や
修
辞
に
気
を
配
り
な
が
ら
〈
物
語
〉
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ

せ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

現
に
、
「
名
前
を
無
く
し
た
日
」
と
い
う
章
題
か
ら
始
ま
る
の
も
、
ま
る
で

安
部
公
房
か
誰
か
他
の
作
家
に
よ
る
小
説
の
冒
頭
を
み
る
よ
う
だ
し
、
「
空
と

深
く
接
吻
し
た
」
、
「
月
光
の
愛
液
が
部
屋
の
中
に
射
し
零
れ
、
僕
の
狂
気
の
潤

滑
油
と
な
っ
た
」
、
「
外
界
の
処
女
膜
を
破
り
、
夜
に
前
タ
イ
プ
し
た
」
、
「
蝉
の
時

音
が
さ
ん
ざ
め
く
夏
の
夜
」
、
「
マ
グ
カ
ッ
プ
に
落
ち
た
満
天
の
星
」
な
ど
、
た

く
さ
ん
の
文
学
的
表
現
や
修
辞
(
特
に
性
的
な
比
鳴
の
多
様
)
が
織
り
込
ま
れ

て
い
る
。
彼
が
中
学
校
の
正
門
で
凶
行
に
及
、
ぶ
夜
を
描
い
た
「
G
0
D
L
E

S
S
N
I
G
H
T
」
の
章
で
は
、
「
白
い
月
が
惨
ん
で
い
た
」
、
「
校
舎
は
臨
月

夜
の
閣
の
中
に
そ
の
輪
郭
を
霞
ま
せ
て
い
っ
た
」
、
「
月
の
光
屑
を
撒
き
散
ら

す
」
、
「
月
の
光
の
切
っ
先
は
撃
と
な
っ
て
」
、
「
純
白
の
下
弦
の
月
が
、
夜
に
喰

ら
い
つ
い
て
い
た
」
な
ど
の
表
現
が
溢
れ
て
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
比
晴
表
現

の
過
剰
さ
は
、
ま
る
で
大
正
末
期
の
新
感
覚
派
の
文
学
を
読
む
よ
う
だ
。
こ
の

章
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
月
」
の
修
辞
が
多
い
こ
と
だ
。
月
は
狂
気
の
象
徴
で

島あ〈
敦る喜
一寸

山狼
月(男

記事量

で性
入者
告主 ‘よ
t，.¥く
虎し
とて
な凶
っ 1T
たに
李走
徴る
が の
青 は

彦轡

量全
広三
か 叩

るる
しの

も 中

月
夜
で
あ
る
。
先
に
連
想
し
た
新
感
覚
派
で
号
E
Aば
、
そ
の
代
表
で
あ
る
横
光

(
桂
④
)

利
一
は
「
名
月
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
作
品
で
、
狂
気
の
象
徴
と
し
て
の

「
月
」
の
効
果
を
散
り
ば
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
『
絶
歌
』
で
は
、
少

年
の
切
断
し
た
生
首
を
中
学
校
の
正
門
に
置
く
と
い
う
凶
行
を
描
出
す
る
上

で
、
狂
気
を
象
徴
す
る
「
月
」
が
頻
繁
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

『
絶
歌
』
は
文
学
的
な
性
格
が
強
い
著
述
で
あ
る
。
な
お
、
『
絶
歌
』
の
編
集
に

(
注
⑤
)

携
わ
っ
た
編
集
者
落
合
美
砂
氏
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
著
者

(
註
⑥
)

の
書
い
た
と
お
り
で
、
『
絶
歌
』
に
修
正
や
削
除
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
的
な
「
作
品
」
で
あ
る
『
絶
歌
』
は
、
初
版
で
一

O
万
部
、

-2 

そ
の
後
も
版
を
重
ね
、

一
五
万
部
以
上
の
売
り
上
げ
を
記
録
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
無
断
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
遺
族

が
出
版
停
止
を
求
め
て
出
版
社
へ
抗
議
し
、
こ
れ
を
受
け
た
出
版
社
は
、
遺
族

の
抗
議
を
「
重
く
受
け
止
め
る
」
と
は
言
い
つ
つ
も
、
『
絶
歌
』
の
出
版
は
続

(
詮
⑦
)

け
る
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
、
各
書
屈
は
販
売
か
自
粛
か
の
選
択
を

迫
ら
れ
、
各
図
書
館
も
購
入
か
否
か
、
配
架
す
る
か
否
か
の
判
断
に
迫
ら
れ
、

ま
す
ま
す
社
会
的
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

『
絶
歌
』
の
本
文
で
、
「
居
場
所
を
求
め
て
紡
偉
い
続
け
た
」
著
者
は
、
「
最

後
に
辿
り
着
い
た
居
場
所
、
自
分
が
自
分
で
い
ら
れ
る
安
息
の
地
は
、
自
分
の

中
に
し
か
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
孤
独
な
心
境
を
語
る
記
述
だ
が
、
そ

の
た
め
に
否
応
な
く
内
面
へ
沈
潜
(
遡
行
)
し
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。



内
面
へ
の
遡
行
は
、
や
が
て
・
自
分
自
身
に
「
創
作
」
を
要
請
し
て
も
不
思
議
で

は
な
く
、
文
学
誕
生
の
契
機
と
し
て
、
あ
り
が
ち
な
動
機
表
明
だ
と
も
取
れ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
十
一
年
、
沈
黙
が
僕
の
言
葉
で
あ
り
、
虚
像
が
僕
の
実
体
で
し
た
。

僕
は
ひ
た
す
ら
声
を
押
し
こ
ろ
し
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
自

業
自
得
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
辛
い
」
「
苦
し
い
」
な
ど
と
口
に
す

る
こ
と
は
、
僕
に
は
許
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
僕
は
、
と
う
と

う
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
自
分
の
言
葉
で
、
白

分
の
想
い
を
語
り
た
い
、
自
分
の
生
の
軌
跡
を
形
に
し
て
遺
し
た
い
。

引
用
に
あ
る
「
自
業
自
得
」
、
「
僕
に
は
許
さ
れ
な
い
」
な
ど
の
記
述
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
『
絶
歌
』
を
書
く
こ
と
は
道
義
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
自
覚
が

著
者
本
人
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
切
実
な
表
現

へ
の
渇
望
が
そ
れ
に
勝
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
別
の
箇
所
で

は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
「
僕
は
こ
の
本
を
書
く
以
外
に
、
も
う
自
分
の
生

を
掴
み
と
る
手
段
、
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
も
宣
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
は
『
絶
歌
』
出
版
を
機
と
し
て
開
設
し
た
自
身
の
ホ
l
ム
ペ
l

(
桂
⑥
)

ジ
に
、
「
『
絶
歌
』
出
版
に
寄
せ
て
」
と
題
す
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
記
事
は

一
生
懸
命
書
い
た
内
面
の
暴
露
と
い
う
主
旨
だ
が
、
「
冷
酷
非
情
な
モ
ン
ス
タ

1
」
や
「
少
年
A
の
素
顔
」
、
「
究
極
の
「
少
年
A
本
」
」
な
ど
の
自
分
(
と
著
書
)

を
紹
介
す
る
臆
面
も
な
い
文
面
に
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
生
ず
る
し
、
更
生

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
起
こ
し
た
事
件
を
背
中
に
負
っ
た
人
間
と
し

て
み
れ
ば
自
己
顕
示
欲
が
勝
り
過
ぎ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
や
不
信
感
が

募
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
『
絶
歌
』
と
い
う
表
現
物
の
取
り
扱
い
(
評
価
)

は
、
そ
う
し
た
感
想
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
思
い
も
同
時
に
起
こ
る
。
彼
は
自
身
の
ホ
l
ムペ
l
ジ
で
「
僕
は
、
と

う
と
う
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
記
す
が
、
連
鎖
的

に
彼
の
H
P
の
タ
イ
ト
ル
「
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
透
明
さ
」
に
目
が
向
く
。

ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
の
小
説
「
存
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
」
を
も
じ
っ
た
タ

イ
ト
ル
だ
が
、
彼
は
、

つ
い
に
「
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
」
表
現
す
る
に
至
つ

た
自
分
自
身
と
い
う
存
在
は
、
「
透
明
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。

ク
ン
デ
ラ
の
小
説
の
題
名
は
、
女
癖
の
悪
い
ト
マ
シ
ユ
に
向
か
っ
て
テ
レ
サ

-3-

が
言
い
放
つ
「
私
に
と
っ
て
人
生
は
重
い
も
の
な
の
に
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は

軽
い
。
私
は
そ
の
軽
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
セ
リ
フ
に
由
来
す
る
が
、

ソ
連
に
よ
る
チ
エ
コ
へ
の
軍
事
侵
攻
に
よ
る
動
乱
が
収
束
し
た
後
に
、
ト
マ
シ

ユ
と
テ
レ
サ
が
突
発
的
な
交
通
事
故
で
あ
っ
さ
り
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
も
象
徴

し
て
い
る
。
ク
ン
デ
ラ
は
、
大
国
の
思
惑
や
突
発
的
な
事
故
な
ど
に
翻
弄
さ
れ

る
人
間
存
在
の
軽
重
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
絶
歌
』
の
著
者
が
い
う
「
透
明
」
に
は
、
軽
重
そ
の
も

の
が
な
い
。
「
元
少
年
A
」
と
い
う
匿
名
も
、
「
透
明
」

H
無
名
性
を
暗
示
す
る
。

『
絶
歌
』
冒
頭
の
「
名
前
を
失
く
し
た
日
」
で
、
著
者
自
身
、
「
僕
は
も
は
や
血

の
通
っ
た
ひ
と
り
の
人
間
で
は
な
く
、
無
機
質
な
「
記
号
」
と
な
っ
た
」
と
記

し
て
い
る
。
神
戸
の
事
件
以
後
、
彼
は
少
年
A
と
な
り
、
少
年
院
を
退
院
後
は



『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

{
捻
酌
》

改
姓
し
て
生
活
し
、
現
在
は
『
絶
歌
』
の
作
者
コ
瓦
少
年
A
」
と
な
っ
た
。
他

の
誰
で
も
な
い
単
独
の
存
在
で
あ
る
証
し
と
し
て
「
固
有
名
」
を
外
す
こ
と
が

{
註
⑪
)

で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
に
は
自
己
の
存
在
を
実
感
的
に
規
定
す
る
根
拠
が
な

ぃ
。
そ
う
し
た
存
在
実
感
(
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
)
の
な
い
「
透
明
」
な

存
在
は
、
自
分
を
あ
ら
ゆ
る
倫
理
や
道
徳
の
価
値
規
範
か
ら
遠
ざ
け
て
、
「
透
明
」

H

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
H

無
責
任
な
立
場
に
自
己
を
隠
遁
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
更
生
云
々
の
以
前
に
、
そ
も
そ
も
三
三
歳
の
人
間
と
し
て

現
実
を
引
き
受
け
る
能
力
や
自
覚
に
欠
落
が
あ
る
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

ク
ン
デ
ラ
の
小
説
の
題
が
暗
示
す
る
存
在
の
軽
重
は
、
人
間
存
在
と
し
て
の

実
感
や
手
触
り
や
温
も
り
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
が
、
『
絶
歌
』
の
著
者
は
、

そ
う
い
う
温
か
み
や
存
在
の
実
感
が
希
薄
と
い
う
よ
り
透
明
、
つ
ま
り
「
無
い
」
。

し
か
も
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
「
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
自
己
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
信
じ
る
彼
が
、
「
透
明
」
な
存
在
に
着
色

を
施
す
(
つ
ま
り
、
温
も
り
ゃ
実
感
を
持
つ
)
た
め
に
は
、
観
念
的
で
身
勝
手

で
は
あ
る
が
、
リ
ア
ル
な
手
触
り
(
生
)
を
実
感
で
き
る
殺
人
や
そ
れ
に
伴
う

性
欲
の
処
理
(
肉
感
と
し
て
の
悦
惚
感
)
に
突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
推
論

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
『
絶
歌
』
の
終
章
「
道
」
で
、
著
者
は
自
分
の
好
き
な

色
が
赤
と
白
で
あ
り
、
赤
は
「
生
理
の
血
液
の
色
」
で
、
白
は
「
精
液
の
色
」

を
喚
起
し
、
ど
ち
ら
も
「
生
命
の
色
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
自
己
の
存
在
の
「
透

明
」
を
暗
示
的
な
赤
と
白
の
色
で
染
め
上
げ
る
こ
と
で
生
き
て
い
る
実
感
を
獲

得
し
た
い
、
そ
う
し
た
思
考
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
て
連
続
児
童
殺
傷
事
件
を
起
こ
し
た
「
透
明
」
な
少
年
A
は
、
少
年
法

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
に
疑
問
は
挟
ま
な
い
が
、
今
な
お
「
透

明
」
で
あ
る
(
と
信
じ
る
)
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
絶
歌
』
と
い
う

書
物
、
か
、
今
度
は
憲
法
第
二
一
条
「
表
現
の
自
由
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

『
絶
歌
』
出
版
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
対
し
て
、
映
画
監
督
の
森
達

(
住
⑫
}

也
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

被
害
者
遺
族
が
「
手
記
を
出
版
さ
れ
た
く
な
い
」
と
感
じ
る
の
は
当
た
り

-4-

前
だ
が
「
出
版
を
や
め
さ
せ
て
本
を
回
収
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
に
対
し

て
は
言
論
や
表
現
を
封
殺
し
て
よ
い
の
か
と
の
疑
問
を
感
じ
る
。
論
理
も
大

事
だ
と
訴
え
た
い
。
禁
童
日
や
焚
書
を
生
む
社
会
が
個
人
に
優
し
い
社
会
と
は

思
え
な
い
。
出
版
に
際
し
遺
族
の
了
解
を
得
る
べ
き
だ
っ
た
と
の
意
見
も
あ

る
が
、
「
そ
う
す
べ
き
だ
っ
た
」
と
は
言
い
た
く
な
い
。
遺
族
の
事
前
了
承

を
出
版
、
か
必
要
と
す
る
社
会
ル

l
ル
に
す
れ
ば
、
加
害
者
の
経
験
や
思
い
が

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
入
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
「
意
味
の
あ
る
本

だ
か
ら
出
版
さ
れ
る
べ
き
だ
」
で
は
な
く
、
「
多
く
の
人
が
納
得
で
き
る
意

味
づ
け
が
な
け
れ
ば
出
版
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
空
気
が
強
ま
る

こ
と
が
心
配
。



こ
と
は
「
表
現
の
自
由
」
に
関
わ
る
。
「
表
現
の
自
由
」
は
最
大
限
に
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
森
達
也
氏
の
見
解
は
、

ひ
と
ま
ず
全
面
的
に
支
持
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
『
絶
歌
』
の
出
版
に
つ
い
て
は
、

違
和
感
が
残
る
。
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
な

言
葉
を
発
す
る
こ
と
で
、

一
つ
一
つ
の
事
例
が
字
む
固
有
の
問
題
の
検
討
が
お

ざ
な
り
に
な
り
は
し
な
い
か
。
も
っ
と
言
え
ば
、
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
錦

の
御
旗
を
前
に
し
て
、
思
考
停
止
に
陥
つ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

な
ら
、
思
考
停
止
や
判
断
停
止
に
よ
る
害
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
表
現
の
自
由
」

の
聖
性
が
全
て
を
無
条
件
に
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
へ
の
違
和
感
も
あ
る
の

だ
。
こ
う
し
た
違
和
感
に
対
し
て
、
感
情
的
に
で
は
な
く
、
論
理
的
に
詰
め
寄

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
「
表
現
の
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
社
会
問
題
と
な
っ
た

事
件
に
つ
い
て
、
最
も
論
理
が
重
ん
じ
ら
れ
る
司
法
の
場
で
ど
の
よ
う
に
裁
か

れ
て
き
た
の
か
を
眺
望
し
て
み
よ
う
。

表
現
の
自
由
が
焦
点
と
な
っ
た
事
件
と
し
て
、
真
っ
先
に
思
い
出
さ
れ
る
の

は
、
チ
ヤ
タ
レ
イ
事
件
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
整
が
訳
し
た
D
-
H
・
ロ
レ
ン
ス

「
チ
ヤ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
」
の
性
描
写
が
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
当
た
る
か

否
か
が
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
伊
藤
整
と
版
元
の
小
山
書
屈
は
、
表
現
の
自

由
を
盾
に
し
て
争
っ
た
。

一
九
五
一
年
に
始
ま
っ
た
裁
判
は
一
審
で
無
罪
、

審
で
有
罪
と
な
っ
て
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
、

一
九
五
七
年
に
結
審
し
た
が
、
結

果
と
し
て
、
上
告
棄
却
で
伊
藤
整
ら
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
裁
判
で
、

最
高
裁
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
持
ち
出
し
て
、
伊
藤
整
ら
の
上
告
を
棄
却
し

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

(
浪
曲
)

た
。
最
高
裁
は
伊
藤
整
の
訳
書
を
狼
喪
文
書
と
し
て
認
め
、
「
性
的
秩
序
を
守
り
、

最
小
限
度
の
性
道
徳
を
維
持
す
る
こ
と
が
公
共
の
福
祉
の
内
容
を
な
す
こ
と
に

疑
問
の
余
地
は
な
い
」
と
し
、
「
そ
の
出
版
を
公
共
の
福
祉
に
違
反
す
る
も
の
」

と
断
じ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
「
表
現
の
自
由
」
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
の
制
約

を
受
け
る
と
い
う
判
断
で
あ
る

(
A
)
。
チ
ヤ
タ
レ
イ
事
件
か
ら
は
、
こ
の
こ

と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

次
に
、
「
悪
徳
の
栄
え
」
事
件
の
判
決
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
裁
判
で
は
、

出
津
竜
彦
が
訳
し
た
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
「
思
徳
の
栄
え
」
の
性
拙
写
が
わ
い

(
注
骨
)

せ
つ
物
頒
布
罪
に
当
た
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
「
芸
術
的
・
思

想
的
価
値
の
あ
る
文
書
で
あ
っ
て
も
、
担
喪
の
文
書
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
免

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
溢
津
及
び
版
元
の
現
代
思
潮
社
社
長
の
上
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告
を
棄
却
し
、
溢
津
ら
の
罰
金
刑
が
確
定
し
た
。
こ
の
裁
判
で
注
目
す
べ
き
は
、

裁
判
官
た
ち
の
反
対
意
見
の
方
で
あ
る
。

田
中
二
郎
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
「
協
津
竜
彦
は
、

マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
研
究
者
と
し
て
の
立
場
で
、
本
件
抄
訳
を
な

し
た
も
の
と
推
奨
さ
れ
、
そ
こ
に
好
色
心
を
そ
そ
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て

抄
訳
を
試
み
た
と
み
る
べ
き
証
跡
は
な
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
所
謂
相
対
的
狼

喪
観
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
判
例
と
し
て
は
重
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
性
描

写
に
つ
い
て
の
「
作
者
の
意
図
」
を
尊
重
し

(
B
)
、
「
研
究
者
」
の
良
識
に
注

目
し
て
、
そ
れ
を
信
頼
し
た

(
C
)
意
見
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
。
ま

た
、
色
川
幸
太
郎
裁
判
官
は
、
反
対
意
見
と
し
て
「
憲
法
二
一
条
に
い
う
表
現

の
自
由
が
」
、
「
知
る
自
由
を
も
含
む
こ
と
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
異
論
が
な
い
で



『
絶
欲
』
の
〈
舌
禍
〉

あ
ろ
う
」
、
「
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
な
い
」
、
「
表
現
の
白

由
は
他
者
へ
の
伝
達
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
読
み
、
聴
き
そ
し
て
見
る

自
由
を
抜
き
に
し
た
表
現
の
自
由
は
無
意
味
と
な
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
反
対

意
見
か
ら
は
、
「
知
る
権
利
」

(
D
)
に
触
れ
た
こ
と
と
、
「
表
現
の
自
由
」
が

他
者
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る

(
E
)
と
い
う
点
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

続
い
て
、
「
四
畳
半
襖
の
下
張
」
事
件
の
判
決
を
み
て
お
こ
う
。
こ
の
事
件

で
は
、
永
井
荷
風
作
の
春
本
と
見
ら
れ
て
い
る
「
四
畳
半
襖
の
下
張
」
を
雑
誌

《

昨

叫

)

《

控

⑮

}

に
掲
載
し
た
野
坂
昭
如
ら
が
、
わ
い
せ
つ
文
書
販
売
罪
に
問
わ
れ
た
。
こ
の
裁

判
で
、
栗
本
一
夫
裁
判
長
は
「
そ
の
時
代
の
健
全
な
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、

そ
れ
が
徒
ら
に
性
欲
を
興
奮
又
は
刺
激
せ
し
め
、
か
っ
、
普
通
人
の
正
常
な
性

的
差
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か

で
決
す
べ
き
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
そ
の
時
代
の
健
全
な
社
会
通
念
」

を
押
さ
え
て
お
こ
う

(
F
)
。

さ
ら
に
、
「
岐
阜
県
青
少
年
保
護
条
例
」
事
件
を
み
て
お
く
と
、
こ
の
事
件
は
、

全
国
で
制
定
さ
れ
た
青
少
年
保
護
育
成
条
例
に
よ
っ
て
有
害
図
書
に
指
定
さ
れ

た
書
籍
等
に
つ
い
て
、
「
知
る
権
利
」
を
制
限
し
て
い
る
か
否
か
が
間
わ
れ
た

裁
判
で
あ
る
。
最
高
裁
で
は
、
有
害
図
書
は
「
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
社
会
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」
と

z
g
l
i
l
-
-
I
l
l
i
-
-

述
べ
ら
れ
、
条
例
の
合
憲
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
社
会
共
通
の

認
識
」

(
G
)
を
押
さ
え
て
お
く
。

事
例
が
連
鎖
的
に
狸
襲
を
め
ぐ
る
事
件
に
集
中
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
三
島

由
紀
夫
「
宴
の
あ
と
」
事
件
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
裁
判
は
、
三
島
の
小

説
「
宴
の
あ
と
」
に
描
か
れ
た
内
容
が
、
実
在
の
人
物
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵

室
口
に
当
た
る
か
、
そ
れ
と
も
小
説
家
の
「
表
現
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
る
か
が

問
わ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
最
高
裁
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
よ
っ
て
「
表
現
の

自
由
」
は
規
制
さ
れ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
た
。
判
決
を
受
け
て
三
島
由
紀
夫

は
、
自
作
「
宴
の
あ
と
」
を
称
揚
し
、
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
」

(
H
)
の
上
で
誇
れ

(
性
⑪
}

る
も
の
だ
と
の
コ
メ
ン
ト
し
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
列
記
し
た
文
学
上
の
事
件
の
判
例
を
参
考
に
、
あ

ら
た
め
て
「
表
現
の
自
由
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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日
本
国
憲
法
第
二
一
条
の
条
文
に
、
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の

他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
「
表
現
の
自
由
」
は
、
「
言
論
の
自
由
」
を
含
む
。
こ
の
言
論
の
自
由

は
、
何
で
も
好
き
な
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
権
利
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

言
論
の
自
由
は
、
「
一
言
」
の
自
由
で
は
な
く
て
、
「
言
論
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
「
言
論
」
の
項
を
引
け
ば
、
「
思
想
や
意
見
を
論
ず
る
こ

と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
辞
書
類
に
も
凡
そ
同
様
の
意
味
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
『
広
辞
苑
』
は
、

一
歩
踏
み
込
ん
で
、
「
言
葉
や
文
章
に
よ
っ
て

(
性
骨
)

思
想
を
発
表
し
て
論
じ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
意
見
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
言
論
の
自
由
」
は
、

一
定
の
思
想
や
意
見
を
「
発
表
」
し
、
「
論
ず
る
」
自
由

の
こ
と
で
あ
る
。
「
発
表
」
し
、
「
論
じ
る
」
た
め
に
は
、
相
手
が
必
要
で
あ



る
。
相
手
が
い
な
け
れ
ば
発
表
で
き
な
い
し
、
論
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
皐

寛
、
相
手
が
い
な
い
と
成
立
し
な
い
の
が
「
言
論
の
自
由
」
な
の
で
あ
る
。
「
言
」

の
自
由
で
あ
れ
ば
、
単
に
言
う
だ
け
な
の
で
、
「
好
き
」
で
も
「
嫌
い
」
で
も
、

ど
の
よ
う
な
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
も
自
由
に
言
え
る
こ
と
に
な
る
し
、
別
に
相

手
が
存
在
し
な
く
て
も
(
意
見
を
戦
わ
せ
な
く
て
も
)
か
ま
わ
な
い
。
好
き
勝

手
に
言
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
憲
法
が
保
障
す
る
の
は
、
「
一
言
」

で
は
な
く
て
、
「
言
論
」
の
自
由
で
あ
る
。
「
言
論
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
発
言

や
記
述
(
発
表
し
、
論
じ
る
こ
と
)
に
は
、
想
定
し
た
相
手
に
向
け
た
伝
達
す

る
に
足
る
思
想
や
意
見
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
純
な
憎
悪
の
言
葉
や

脊
髄
反
射
的
な
単
発
の
叫
び
は
、
「
言
論
の
自
由
」
の
埼
外
に
な
る
。
「
論
じ
る
」

と
い
う
の
は
、
相
手
が
い
て
、
そ
の
相
手
(
他
者
)
と
の
間
で
成
立
す
る
コ
ミ

ユ
ニ
ケ
1
シ
ョ
ン
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
論
の
自
由
と
は
、

コ『ミユ

ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
行
為
が
他
者
と
の
閣
で
成
立
す
る
前
提
(
暗
黙
の
約
束
や
同
意

の
回
路
)
が
あ
っ
て
初
め
て
発
動
さ
れ
る
。

一
方
的
に
感
情
を
言
葉
に
乗
せ
て

浴
び
せ
た
り
、
他
者
の
言
論
を
無
視
し
た
り
、
他
者
と
の
聞
に
自
分
の
思
想
や

意
見
を
論
じ
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
聞
を
成
立
さ
せ
る
努
力
を
怠

る
者
は
、
そ
も
そ
も
「
言
論
の
自
由
」
の
坪
外
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
表
現
の
自
由
」
に
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
は
ず
だ
。
「
悪
徳
の
栄
え
」

事
件
で
は
、
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
「
表
現
の
自
由
は
他
者
へ
の
伝
達
を
前
提

と
す
る
」

(
E
)
と
あ
っ
た
。
表
現
の
自
由
は
、
表
現
者
が
他
者
へ
向
か
っ
て

表
現
し
、
そ
れ
を
他
者
が
享
受
す
る
と
い
う
表
現
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空

間
(
以
後
、
こ
れ
を
表
現
空
間
と
呼
ぶ
)
が
成
立
し
な
い
と
発
揮
さ
れ
ま
い
。

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

た
と
え
ば
、
演
劇
の
舞
台
は
、
演
者
と
観
客
と
の
聞
に
(
一
定
の
)
表
現
空

聞
が
成
立
し
て
い
る
。
劇
場
が
物
理
的
に
規
定
す
る
表
現
空
間
内
に
お
い
て
は
、

何
び
と
で
あ
っ
て
も
自
由
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
劇
場

を
離
れ
て
、
公
道
や
学
校
や
他
人
の
家
で
上
演
す
る
H
表
現
す
る
こ
と
は
ゆ
る

さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
表
現
者
の
側
が
表
現
空
聞
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
努
力

を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
し
、
表
現
を
享
受
す
る
側
も
表
現
空
間
の
成
立
に

同
意
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
表
現
空
間
の
外
で
は
、
い
か
な
る
言
動
も
(
た
と

え
そ
れ
に
芸
術
的
な
価
値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
)
、
憲
法
が
保
障
す
る
「
表
現

の
自
由
」
や
「
言
論
の
自
由
」
の
坪
外
に
な
る
わ
け
だ
。
ま
た
、
表
現
空
間
と

言
っ
て
も
、
そ
れ
は
物
理
的
な
空
間
と
は
限
ら
な
い
し
、
無
限
に
広
大
な
空
間

で
は
な
い
。
あ
る
表
現
空
間
内
で
表
現
さ
れ
る
表
現
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
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の
表
現
空
聞
を
成
立
さ
せ
て
い
る
そ
の
時
々
の
メ
ン
バ
ー
(
表
現
者
と
観
客
、

主
催
者
、
出
版
社
、
施
設
提
供
者
等
)
の
間
で
決
め
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
あ
ら
た
め
て
「
表
現
の
自
由
」
が
焦
点
と
な
っ
た
文
学
裁
判
の

結
果
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
「
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
」
事
件

(
A
)
で
は
、

「
表
現
の
自
由
」
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
の
制
約
を
受
け
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
公

共
の
福
祉
」
と
い
う
の
が
、
表
現
空
間
で
言
え
ば
、
そ
の
境
界
線
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
「
公
共
の
福
祉
」
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
空
間
の
境
界
を

表
現
者
が
一
方
的
に
突
破
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
時

代
に
よ
っ
て
人
間
の
価
値
観
は
変
化
す
る
の
だ
か
ら
、
「
公
共
の
福
祉
」

(
A
)

や
「
健
全
な
社
会
通
念
」

(
F
)
、
「
社
会
共
通
の
認
識
」

(
G
)
、
「
コ
モ
ン
セ
ン

ス」

(
H
)
、
「
国
民
全
体
の
共
同
利
益
」

(
I
)
も
変
化
す
る
(
連
動
し
て
表
現



『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

空
間
も
流
動
す
る
)
。

一
審
か
ら
最
高
裁
判
決
ま
で
の
聞
に
判
決
が
覆
る
こ
と

も
あ
る
し
、
最
高
裁
の
判
決
で
あ
っ
て
も
裁
判
官
か
ら
複
数
の
反
対
意
見
が
出

る
こ
と
も
あ
る
。

(
A
)
、
(
F
)
、
(
G
)
、
(
H
)
、
(
I
)
は
、
決
し
て
固
定
的

な
揺
る
ぎ
な
い
価
値
で
は
な
く
、
流
動
す
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
狼
襲
と
「
表

{
注
骨
}

現
の
自
由
」
が
争
わ
れ
た
「
愛
の
コ
リ
ー
ダ
」
事
件
の
と
き
は
、
最
高
裁
で
大

島
渚
ら
被
告
側
か
無
罪
と
な
っ
た
が
、
「
愛
の
コ
リ
ー
ダ
」
(
出
版
物
含
)
に
見

え
る
性
表
現
は
、
「
チ
ヤ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
」
を
は
る
か
に
凌
ぐ
露
骨
な
も

の
で
あ
っ
た
。
「
四
畳
半
襖
の
下
張
」
事
件
で
も
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
判
決

理
由
で
「
チ
ヤ
タ
レ
イ
夫
人
」
や
「
悪
徳
の
栄
え
」
に
つ
い
て
触
れ
、
「
現
時

点
に
お
い
て
な
お
わ
い
せ
つ
と
断
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
多
大
の
疑

聞
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
悪
徳
の
栄
え
」
事
件
で
裁
判
官
の
反
対
意
見
と
し
て
挙
が
っ
た
「
作
者
の

意
図
」

(
B
)
や
「
他
者
と
の
聞
で
成
立
す
る
」

(
E
)
は
、
表
現
空
間
が
複
数

の
人
間
同
士
、
表
現
者
(
作
者
)
と
享
受
者
(
読
者
)
と
の
聞
で
成
立
す
る
こ

と
を
示
し
、
「
研
究
者
の
良
識
」

(
C
)
へ
の
言
及
は
、
「
作
者
の
意
図
」

(
B
)

と
合
わ
せ
て
、
表
現
を
享
受
す
る
側
か
ら
の
表
現
者
へ
の
信
用
や
敬
意
の
必
要

を
示
唆
す
る
も
の
と
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
現
空
聞
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、

表
現
者
と
他
者
と
の
聞
で
相
E
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
「
悪
徳
の
栄
え
」
裁
判
で
同
じ
く
裁
判
官
の
反
対
意
見
と
し

て
挙
が
っ
た
「
知
る
権
利
」

(
D
)
は
、
表
現
の
享
受
側
に
よ
る
表
現
空
間
へ

の
関
わ
り
方
を
示
す
が
、
表
現
空
間
は
表
現
者
と
観
客
(
表
現
の
受
け
手
)
と

の
間
で
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
表
現
空
間
の
外
で
は
無
論
「
知
る
権
利
」
は
存

在
し
な
い
。

表
現
空
間
の
境
界
(
つ
ま
り
、
公
共
の
福
祉
や
社
会
通
念
な
ど
)
を
攻
め
る

の
は
表
現
者
の
芸
術
上
の
使
命
か
も
し
れ
な
い
が
、
攻
撃
に
勇
み
過
ぎ
て
は
、

ひ
と
り
で
表
現
空
間
の
坪
外
へ
抜
け
出
て
し
ま
い
、
誰
も
評
価
も
認
知
も
し
て

く
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
捕
ま
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
中
に
は
、
自
分

の
表
現
に
遅
れ
て
後
か
ら
時
代
が
追
い
つ
く
は
ず
だ
と
信
じ
て
、
ひ
と
り
で
突

破
す
る
単
独
の
表
現
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
表
現
者
は
、
自
分
の
死

後
の
未
来
に
表
現
空
聞
が
成
立
す
る
と
信
じ
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
が
「
宴
の

円
桂
@
}

あ
と
」
に
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
」

(
H
)
を
確
信
す
る
発
言
を
し
た
よ
う
に
。

表
現
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
表
現
空
間
の
境
界
を
変
質
さ
せ
る
た
め
の

戦
い
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
の
表
現
を
他
者
に
認
め
さ
せ
る
戦
い
で
も
あ
る
。
戦
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い
方
は
各
人
が
選
択
す
る
。
表
現
空
間
内
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
同
意
を
得
な
が

ら
、
じ
り
じ
り
と
境
界
を
押
し
広
げ
て
い
く
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
未
来
の
理

解
者
を
信
じ
て
境
界
に
突
撃
を
加
え
る
者
も
い
る
。
突
破
し
て
も
永
遠
に
認
め

ら
れ
な
い
者
も
い
れ
ば
、
そ
の
攻
撃
(
功
績
)
が
表
現
空
間
の
構
成
メ
ン
バ
ー

に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
表
現
空
聞
を
変
化
さ
せ
る
の
に
成
功
す
る
者
も
い

る
。
そ
れ
に
助
力
す
る
者
も
い
る
(
研
究
者
や
批
評
家
や
編
集
者
や
パ
ト
ロ
ン

や
フ
ァ
ン
な
ど
)
。

『
絶
歌
』
の
場
合
は
ど
う
か
。
『
絶
歌
』
は
、
じ
り
じ
り
と
境
界
へ
肉
迫
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
突
然
、
表
現
空
間
の
境
界
に
挑
戦
状
を
叩
き
つ
け
た
よ
う
な

カ
タ
チ
で
出
現
し
た
が
、
私
は
、
表
現
空
聞
は
成
立
し
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な

ら
、
理
由
は
簡
明
で
、
遺
族
の
同
意
が
な
い
か
ら
だ
。
遺
族
は
、
そ
の
表
現
内



容
か
ら
し
て
、
『
絶
歌
』
と
い
う
表
現
物
の
第
一
の
観
客
(
読
者
)
と
し
て
想

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
の
客
で
あ
る
遺
族
の
同
意
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
表
現
空
間
は
形
成
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
彼

に
殺
害
さ
れ
た
全
く
の
私
人
で
あ
る
児
童
た
ち
は
、
勝
手
に
主
要
登
場
人
物
と

し
て
実
名
で
配
役
さ
れ
て
、
演
者
(
少
年
A
)
の
表
現
の
一
部
(
大
部
分
)
に

組
み
込
ま
れ
、
望
ん
で
も
い
な
い
の
に
残
忍
な
や
り
口
で
殺
さ
れ
る
。
当
人
た

ち
の
同
意
も
な
く
私
人
と
し
て
の
実
名
を
一
方
的
に
公
表
す
る
こ
と
自
体
が
プ

ラ
イ
パ
シ
l
の
侵
害
に
あ
た
る
こ
と
も
含
め
、
事
件
と
表
現
行
為
全
体
に
、
死

者
た
ち
は
一
度
た
り
と
も
同
意
し
て
い
な
い
。
死
者
た
ち
は
永
遠
に
沈
黙
し
て

お
り
、
こ
の
点
で
も
、
表
現
空
間
は
絶
対
に
成
立
し
な
い
。

『
絶
歌
』
の
著
者
は
、
死
者
や
遺
族
の
実
名
を
本
文
に
書
き
込
ん
で
い
る
が
、

一
方
で
、
著
者
自
身
の
実
名
は
書
き
込
ん
で
い
な
い
。
自
己
を
「
透
明
」
と
規

定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
「
知
る
権
利
」

(
D
)
は
「
知

り
た
く
な
い
(
知
ら
れ
た
く
な
い
)
権
利
」
と
セ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
公
共
の
福

祉
や
社
会
通
念
の
形
成
集
団
(
不
特
定
多
数
の
集
団
)
が
、
あ
る
表
現
に
つ
い

て
知
り
た
く
な
い
と
す
れ
ば
、
自
由
に
表
現
す
る
表
現
空
間
は
成
立
し
な
い
。

路
上
を
全
裸
で
歩
い
て
そ
れ
を
ア
1
ト
だ
と
主
張
し
て
も
、
そ
の
者
の
裸
な
ど

見
た
く
な
い
(
知
り
た
く
な
い
)
と
い
う
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
は
、
逮
捕

さ
れ
る
の
が
道
理
だ
。
さ
ら
に
言
う
と
、
表
現
者
に
は
表
現
す
る
H

「
知
ら
せ

る
」
権
利
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
「
知
ら
せ
な
い
権
利
」
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
匿
名
で
の
表
現
も
可
能
と
な
る
。
な
ら
ば
、
当
事
者
で
あ
る
殺
さ
れ

た
児
童
や
遺
族
に
も
「
知
る
権
利
」
と
同
様
に
、
事
件
の
詳
細
を
「
知
ら
せ
な

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

い
権
利
」
が
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
表
現
空
聞
を
成
立
す
る
に
あ
た
り
、
真
つ

先
に
尊
重
し
て
組
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
要
す
る
に
、
表
現
空
間

を
構
成
す
る
人
々
の
基
本
的
な
権
利
を
尊
重
し
、
同
意
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

表
現
空
間
は
成
立
し
な
い
の
だ
。

四

記
号
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
記
号
(
シ
ー
こ
そ

回
目
的
ロ
叩
)
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ

l
ル
は
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
(
記
号
表
現
、
能
記
、

回日間巳
mmgけ
)
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
(
記
号
内
容
、
所
記
、

m-mE2申
)
を
対
と
す
る

も
の
が
記
号
で
あ
る
と
し
、
文
字
や
音
声
や
身
振
り
な
ど
で
表
さ
れ
た
部
分
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(
意
味
す
る
も
の
)
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
、
内
容
に
相
当
す
る
部
分
(
意
味

さ
れ
る
も
の
)
を
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
た
。
な
お
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ

エ
は
市
中
盆
息
的
に
結
ぼ
れ
て
い
て
、
両
者
の
関
係
に
必
然
性
は
な
い
し
、
記
号
の

価
値
は
、
他
の
記
号
と
の
差
異
に
よ
っ
て
相
対
的
・
流
動
的
(
共
時
的
・
通
時

的
)
に
決
ま
る
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
必
然
尚
に
見
え
る
の
は
、
特
定
の
言
語
規
則
を
相
互
に
承

認
し
合
う
言
語
集
団
内
に
い
る
た
め
に
自
明
と
見
え
て
し
ま
う
か
ら
に
過
ぎ

ず
、
ひ
と
た
び
そ
の
言
語
集
団
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
が
用
い
て
い
た
シ

ニ
ア
イ
ア
ン
は
他
で
は
全
く
通
じ
な
い
こ
と
が
目
の
当
た
り
に
わ
か
る
。

あ
る
表
現
体
(
文
学
作
品
)
を
一
つ
の
記
号
と
看
倣
せ
ば
、
そ
の
記
号
の
意

味
(
価
値
)
は
、
差
異
の
中
で
相
対
的
・
流
動
的
に
決
定
す
る
の
だ
か
ら
、
狼



『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

喪
描
写
と
「
表
現
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
判
決
が
揺
れ
動
く
の
も
記
号
論
的
に
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
文
学
裁
判
で
焦
点
と
な
る
「
公
共
の
福
祉
」
や
「
社
会

通
念
」
な
ど
の
概
念
は
、
恋
意
的
な
記
号
の
価
値
が
差
異
の
中
で
決
ま
る
と
い

う
記
号
の
体
系
を
言
い
換
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

『
絶
歌
』
と
い
う
特
定
の
表
現
体
を
一
つ
の
記
号
と
把
握
し
て
み
る
と
、
『
絶

歌
』
に
綴
ら
れ
て
い
る
文
字
や
構
成
や
本
の
厚
み
や
紙
質
や
、
著
者
名
・
出
版

社
名
・
料
金
表
示
な
ど
の
全
て
の
集
合
(
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
)
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
表
現
内
容
(
書

か
れ
て
い
る
内
容
、
意
味
さ
れ
る
も
の
)
が
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
。
無
論
、
『
絶
歌
』

の
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
著
者
が
殺
害
し
た
児
童
や
遺
族
の
固
有
名
を
表
記
す
る
文
字
を
含
ん
だ

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
も
、

シ
ニ
フ
ィ

カ
シ
オ
ン
(
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
関
係
、
回
一
向
口
氏

-stoロ
)
の

恋
意
性
と
い
う
特
性
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
意
味
さ
れ

る
内
容
そ
れ
自
体
は
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
定
ま
ら
な
い
限
り
、
名
指
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
た
だ
そ
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
レ
フ
ア
ラ
ン
(
指
示

対
象
、

2
F
Z
E
)
と
な
る
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
、
名
指
さ
れ
な
け
れ
ば
(
対
応

す
る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
が
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
)
、
価
値
付
け
や
意
味
付
与
自
体

が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
る
わ
け
だ
(
価
値
付
け
る
文
字
も
音
声
も
定
ま
ら
な

い
の
だ
か
ら
)
。

「
表
現
の
自
由
」
に
関
係
さ
せ
て
言
え
ば
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
に
は
表
現
と
し
て

の
罪
は
何
も
な
く
、
そ
れ
は
、
た
だ
名
指
さ
れ
も
せ
ず
に
レ
フ
ア
ラ
ン
と
し
て

放
り
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
表

現
の
自
由
」
に
関
係
す
る
。
自
由
に
表
現
す
る
た
め
に
は
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
関
係
の
恋
意
性
そ
あ
る
程
度
関
係
付
け
る
(
必
然
的
と
信
じ

さ
せ
る
)
シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
存
在

し
な
け
れ
ば
、
(
明
確
な
)
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
も
存
在
し
得
ず
、
表
現
を
ど
う
に

か
す
る
(
「
表
現
の
自
由
」
を
行
使
す
る
)
こ
と
自
体
が
不
可
能
と
な
る
。
た

《
桂
⑮
】

と
え
ば
、
永
山
則
夫
の
文
芸
家
協
会
入
会
拒
否
事
件
で
は
、
死
刑
囚
の
永
山
則

夫
が
文
芸
家
協
会
の
入
会
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
し
て
、
中
上
健
次
、
柄

谷
行
人
、
筒
井
康
隆
ら
が
協
会
を
脱
退
し
た
。
や
や
単
純
化
し
て
み
る
と
、
永

山
の
小
説
と
い
う
表
現
体
を
一
つ
の
記
号
と
し
て
見
た
場
合
、
そ
の
シ
ニ
フ
イ

エ
(
小
説
自
体
)
に
罪
は
な
い
と
考
え
た
者
が
協
会
を
脱
退
し
、
死
刑
囚
と
い

ハU
唱

E
A

う
属
性
を
含
む
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
と
し
て
の
表
現
行
為
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
者

が
江
藤
淳
を
は
じ
め
と
す
る
協
会
の
中
心
人
物
た
ち
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
表
現
の
自
由
」
は
最
も
尊
重
さ
れ
る
至
高
の
権
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同

等
に
、
「
表
現
そ
の
も
の
」
(
レ
フ
ァ
ラ
ン
)
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仮
に
表
現
者
(
著
者
)
に
罪
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
表
現
そ
の
も
の
」
に
は

何
の
罪
も
な
い
。
人
間
の
自
由
や
権
利
と
同
等
に
、
(
誰
が
生
ん
だ
も
の
で
あ

る
に
せ
よ
)
人
聞
が
生
ん
だ
表
現
そ
れ
自
体
は
決
し
て
否
定
さ
れ
な
い
(
子
ど

も
に
罪
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
)
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
『
絶
歌
』
の
シ
ニ
フ

ィ
エ
に
当
た
る
表
現
内
容
そ
の
も
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
抑
圧
さ
れ

ず
、
無
傷
で
そ
の
存
在
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
に
当
た
る
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
恐
意
的
な
関



係
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

著
者
が
遺
族
に
無
断
で
出
版
し
た
こ
と
や
彼
の
H
P
な
ど
も
『
絶
歌
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
見
な
せ
ば
、
著
者
の
(
記
号
的
な
)

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
一
部
と
し
て
批
判
対
象
に
据
え
る
こ
と

が
可
棋
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
被
害
者
お
よ
び
そ
の
遺
族
に
無
断
で
殺
人
の
事
実

を
克
明
に
記
す
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
、
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
の
一
面
(
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
)
と
し
て
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
し
て
み
る
と

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
私
自
身
を
含
め
、
同
じ
言
語
規
則
の
運
用
集
団
に

生
き
る
者
と
し
て
、

シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
に
お
け
る
両
面
の
恋
意
性
に
乗
じ
、

シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
一
方
的
な
押
し
付
け
や
身
勝
手
な
存
在
理
由
を
必
然
性
に
歪

曲
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
企
み
に
抗
し
、
彼
の
意
図
す
る
必
然
性
へ
の
同
意
を

拒
み
続
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
こ
そ
が
「
表
現
そ
の

も
の
」
(
レ
フ
ア
ラ
ン
)
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
を
傷
つ
け
る

こ
と
な
く
「
表
現
(
の
自
由
)
」
を
尊
重
し
た
上
で
、
『
絶
歌
』
の
表
現
行
為
を

批
判
し
得
る
有
効
な
磁
場
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
表
現
空
聞
を
共
有
す
る

人
々
に
と
っ
て
、
恋
意
的
な
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ

れ
な
け
れ
ば
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
が
価
値
判
断
の
姐
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
永
遠
に
な

い
の
だ
か
ら
。

注 i主
① 

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
に
兵
庫
県
神
戸
市
須
磨
区
で
発
生
し
た
当
時
一
四

歳
の
中
学
生
に
よ
る
児
童
連
続
殺
傷
事
件
。
児
童
二
名
が
死
亡
し
、
三
名
が

『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

注
② 

重
軽
傷
を
負
っ
た
。
猟
奇
的
な
殺
害
方
法
や
加
害
者
の
警
察
・
社
会
へ
の
挑

戦
的
な
意
思
表
示
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
。
な
お
、
『
絶

歌
』
の
発
行
日
で
あ
る
六
月
二
八
日
は
、
一
九
九
七
年
に
元
少
年
A
が
逮
捕

さ
れ
た
日
と
同
日
で
あ
る
(
実
際
の
発
売
は
六
月
一

O
日)。

月
は
ラ
テ
ン
語
で

Z
口
同
だ
が
、
そ
の
派
生
語
で
あ
る
宮
口
田
口
可
に
は
狂
気
の

沙
汰
、

-ZE江
口
に
は
狂
人
や
狂
気
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
月
と
狂
気
は
密

接
に
関
係
す
る
。

『
文
学
界
』
、
一
九
四
二
年
。

『
文
整
春
秋
』
「
附
録
新
読
物
」
、
一
九
二
八
年
一
月
。

落
合
美
砂
氏
は
、
百
万
部
の
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
を
叩
き
出
し
た
鶴
見
済
著
『
完

全
自
殺
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
(
一
九
九
三
年
七
月
、
太
田
出
版
)
の
編
集
も
手
が

け
た
。
『
完
全
自
殺
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
も
そ
の
内
容
か
ら
社
会
的
反
響
を
呼
ん
だ
。

「
神
戸
連
続
殺
傷
事
件
「
元
少
年
A
」
は
な
ぜ
手
記
を
出
し
た
の
か
?
太
田

出
版
・
編
集
担
当
者
に
聞
く
」
(
「
弁
護
士
ド
ッ
ト
コ
ム
」
二

O
一
五
年
六
月

一
三
日
)
参
照
。
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出
版
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本
書
の
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が
多
く
の
方
に
読
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こ
と
に
よ
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、
少
年
犯
罪
発
生
の
背
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を
理
解
す
る
こ
と
に
役
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つ
と
確
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お
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ま
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」
と
自
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ホ
l
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ペ
l
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で
宣
言
し
て
い
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。
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一
九
八
四
年
刊
。
脳
外
科
医
ト
マ
シ
ュ
、
写
真
家
志
望
の
テ
レ
サ
、
画
家
サ

ビ
l
ナ
の
聞
の
三
角
関
係
、
ソ
連
の
チ
エ
コ
侵
攻
の
動
乱
を
描
い
て
い
る
。

『
絶
歌
』
の
著
者
は
元
少
年
A
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
H
P
を
見
る
限
り
、

現
在
の
と
こ
ろ
(
一

O
月
)
は
、
自
身
の
こ
と
を
「
元
少
年
A
」
で
は
な
く
て
、

「
少
年
A
」
と
自
称
し
て
い
る
。
存
在
の
「
透
明
」
度
は
一
四
歳
の
ま
ま
か

も
し
れ
な
い
。
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『
絶
歌
』
の
〈
舌
禍
〉

注
⑪ 

柄
谷
行
人
『
探
究
H
』
「
同
有
名
を
め
ぐ
っ
て
」
(
一
九
八
九
年
、
講
談
社
)
参
照
。

と
り
わ
け
、
柄
谷
が
「
あ
る
も
の
の
単
独
性
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
固
有
名

で
呼
ぶ
か
ぎ
り
で
の
み
出
現
す
る
」
、
「
固
有
名
は
、
単
に
個
体
に
対
す
る
命

名
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
個
体
」
を
ど
う
み
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
、
「
歴

史
的
で
あ
る
こ
と
は
、
固
有
名
と
関
係
し
て
い
る
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
点

が
示
唆
に
霞
む
。

『
朝
日
新
聞
』
デ
ジ
タ
ル
記
事
、
二

O
一
五
年
六
月
二
二
日
。

一
九
五
七
年
三
月
一
三
日
以
日
裁
判
所
大
法
廷
判
決
。
日
以
高
裁
判
所
判
例
「
狼

袋
文
書
販
売
被
告
事
件
」
事
件
番
号
「
昭
和
二
八
(
あ
)
一
七
二
ニ
」
。

一
九
六
九
年
一

O
月
一
五
日
段
高
裁
判
所
大
法
延
判
決
。
「
川
山
山
市
裁
判
所
判

例
百
選
」
参
照
。

『
月
刊
面
白
半
分
』
一
九
七
二
年
七
月
号
に
掲
載
。
一
九
八

O
年
一
一
月

二
八
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
。
被
告
人
側
は
、
丸
谷
才
一
を
特
別

弁
護
人
と
し
、
有
吉
佐
和
子
、
石
川
淳
、
五
木
寛
之
、
井
上
ひ
さ
し
、
開
高

健
、
金
井
美
恵
子
、
回
村
隆
て
中
村
光
夫
、
吉
行
淳
之
介
ら
文
学
者
が
次
々

と
証
人
に
立
っ
て
話
題
と
な
っ
た
が
、
上
告
は
棄
却
さ
れ
、
編
集
長
の
野
坂

附
如
と
株
式
会
社
而
白
半
分
社
長
佐
藤
喜
尚
の
剖
金
刑
が
確
定
し
た
。
丸
谷

才
一
編
『
作
家
の
証
言
凹
畳
半
槻
の
下
張
裁
判
』
(
一
九
七
九
年
一

O
月

二
O
口
、
朝
日
新
聞
社
)
に
詳
し
い
。

一
九
八
九
年
九
月
一
九
日
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判
決
。
『
刑
集
四
三
巻

八
号
』
参
照
。

告
発
さ
れ
た
コ
一
島
由
紀
夫
は
、
「
宴
の
あ
と
」
に
つ
い
て
、
「
芸
術
作
品
と
し

て
も
、
言
論
の
節
度
の
点
か
ら
も
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
点
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ

る
点
で
私
は
こ
の
作
品
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
」
(
『
朝
日
新
聞
』
、
一
九
六
一

年
三
月
一
四
日
)
。
な
お
、
『
絶
歌
』
に
記
さ
れ
た
著
者
の
心
情
や
行
動
の
推

移
は
、
三
島
由
紀
夫
「
仮
面
の
告
白
」
(
一
九
四
九
年
)
に
お
け
る
主
人
公

の
生
い
立
ち
か
ら
の
軌
跡
(
性
的
見
常
、
同
性
愛
、
解
削
、
告
白
・
:
)
と
平

灰
色
也
合
わ
せ
て
い
る
。
三
島
の
小
説
に
お
け
る
〈
仮
面
〉
の
告
白
が
、
『
絶
歌
』

注注
⑬⑫  

注
⑭ 

注
⑬ 

注
⑬ 

注
⑫ 

注
⑬ 

で
は
、
〈
少
年
A
〉
と
い
う
庇
名

(
H
仮
面
)
の
告
白
で
あ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
(
小
学
館
)
は
一
九
七
九
年
一
月
発
行
の
初
版
に
、
『
広

辞
苑
』
(
岩
波
書
庖
)
は
二

O
O八
年
一
月
発
行
の
第
六
版
に
よ
る
。
な
お
、
『
大

辞
林
』
(
一
九
八
八
年
一
一
月
発
行
、
三
省
堂
)
に
は
、
「
意
見
や
忠
惣
を
公

表
す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
「
公
表
」
も
(
公
的
に
)
相
手
が
存
在
し
な
い

と
成
り
立
た
な
い
。

日
仏
合
作
映
画
。
一
九
七
六
年
公
開
。
監
管
は
大
島
渚
。
主
演
は
勝
竜
也
、

松
田
英
子
。
こ
の
作
品
の
脚
本
と
ス
チ
ル
写
真
を
掲
載
し
た
単
行
本
『
愛

の
コ
リ
ー
ダ
』
が
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
当
た
る
か
否
か
が
裁
判
で
争
わ
れ

た
が
、
被
告
側
は
無
罪
と
な
っ
た
(
東
京
高
裁
事
件
番
号
「
附
五
凹
(
う
)

二
五
三
一
号
」
)
。

と
は
言
え
、
後
に
三
島
由
紀
夫
は
自
衛
隊
を
前
に
割
腹
自
殺
を
遂
げ
て
し
ま

う
の
だ
が
・
・
・
。

連
続
射
殺
事
件
で
四
人
を
殺
害
し
た
永
山
則
夫
死
刑
囚
は
、
獄
中
で
書
い
た

小
説
が
認
め
ら
れ
(
『
木
橋
』
で
第
一
九
回
新
日
本
文
学
賞
受
賞
)
、
文
芸

家
協
会
入
会
を
申
し
込
ん
だ
が
、
入
会
を
拒
否
さ
れ
た
。
こ
れ
に
抗
議
し

て
、
中
上
健
次
た
ち
が
協
会
を
脱
会
し
た
。
な
お
、
少
年
A
が
逮
捕
さ
れ
た

(
一
九
九
七
年
六
月
二
八
日
)
直
後
の
一
九
九
七
年
八
月
一
日
に
永
山
則
夫

の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。

-12 

注
⑬ 

注
⑫ 

注
@ 

以
上


